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平成２５年度第５回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２５年８月２０日（火） 午後２時 

召 集 場 所 清須市役所本庁舎３階 大会議室 

開 会 平成２５年８月２０日（火） 午後２時 

出 席 委 員 １８名 

２．大橋 浩   ３．石田紀與    ４．早川勝義   ５．浅井尊弘    

６．安田武雄   ７．瀬尾久善    ８．浅野佳伸   ９．成瀬恒雄   

１０. 三宅正恭   １１．日下部錠一  １２．石黒鈜俊  １３．川崎良一    

１４. 小﨑 進    １５．小崎崇德   １６．星野國雄  １７．加藤頌茲    

１８．星野 満   １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 １名 １．渡辺秋郷 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・安藤敏秀・澤田政輝 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第５回清須市農業委員会を開催させていただきま

す。最初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  こんにちは。 

先日の水田の現地確認は、猛暑の中ご協力いただきまして、大変ありがと

うございました。 

まだまだ、暑さがきびしい季節ですので、委員の皆さんには体調管理に、

十分注意してください。 

では、改めまして只今から、平成２５年度第５回清須市農業委員会を開催

いたします。 

本日の出席議員は１８名で、渡辺秋郷委員から欠席との連絡を受けており

ますが、定足数に達していることをご報告いたします。 

次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます、７番 瀬尾久善 委

員と１６番 星野國雄 委員にお願いしたいと思います。ご異議ございませ

んか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会 長  ありがとうございます。それでは、本日の議事日程（２）農地転用等につ

いて進みます。 

 

会   長  【議案第１２号】 

・農地法第３条による許可申請について・・・・・・３件 

【議案第１３号】 
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・農地法第５条による許可申請について・・・・・３件 

以上、２議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第１２号】農地法第３条による許可申請に入ります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局  はい、会長。 

【議案第１２号】農地法第３条の規定による許可申請についてです。 

３件ありますので順番に説明いたします 

まずは受付番号５番から説明させていただきます。 

●●●●●●●●番 面積●●●㎡、登記現況とも畑、使用貸人は●●●●様、 

使用借人●●●●●●●● ●●●●●●●●様とした５年間の使用貸借権の

設定です。この権利設定は「清須市農地バンク制度」によるものです。 

●●様は●●●●市にお住まいですが、高齢となり、耕作の継続ができないと

いう事、一方、●●●●●●●●様は都市近郊型農園として鮮度上有利性がある

と考えられる「ほうれんそう」の栽培・販売を行うという事で合意され、使用貸

借権の設定により農地を借り受けるものです。 

 

続きまして、受付番号６番を説明させていただきます。 

●●●●●●●●番 面積４６０㎡、登記現況とも畑、●●●●●●●●番 

面積５３０㎡、登記現況とも畑で、合計９９０㎡の面積となります。使用貸人は

●●●●様、使用借人●●●●●●●● ●●●●●●●●様とした５年間の使

用貸借権の設定です。この権利設定についても「清須市農地バンク制度」による

ものです。 

●●様は●●●●にお住まいですが、高齢となり、耕作の継続ができないとい

う事、一方、●●●●●●●●様は都市近郊型農園として鮮度上有利性があると

考えられる「ほうれんそう」の栽培・販売を行うという事で合意され、使用貸借

権の設定により農地を借り受けるものです。 

 

続きまして、受付番号７番を説明させていただきます。 

●●●●●●●番 面積６７４㎡、登記現況とも田、譲渡人は●●●様、譲受

人●●●様とした所有権移転です。 

●●様は●●●市●●●にお住まいですが、会社勤めが忙しく、耕作の継続が

できないという事、一方、●●様は当該土地が自宅から近隣で、農業経営をして

いく意欲がある事で合意され、所有権移転により農地を譲り受けるものです。 

 

以上、説明を終わります。 

 

会   長   事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。この案

件の地元は、小崎崇徳委員と櫻井紀彦委員ですが・・・  

 

小崎(崇)委員   受付番号５番及び６番については土地が隣接しておりまして、現状は草が

かなり茂ってきてはいますが、少しトラクター等で起こせば耕作が可能な状

況です。この地区は、従来よりの●●●●●●●●が借りてやられている農

地がかなりありますので、追加となる今回の件についてはなんら問題ありま
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せん。 

 

櫻 井 委 員   受付番号７番については、全く問題ありません。 

 

会   長  他に何かご意見等ありませんか。 

 

会   長  なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

       （「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

続きまして【議案第１３号】農地法第５条による許可申請を議題といたし

ます。事務局に説明をお願いします。 

 

事 務 局    はい、会長。 

【議案第１３号】農地法第５条について説明します。３件ございますので、

まとめて説明いたします。 

 

それではまず、受付番号５１番をお願いします。 

●●●●●●●●●●番、登記現況ともに畑、面積３２９㎡です。申請地

は、五条川右岸より西に５０ｍ、稲沢市の境界から南に１５０ｍ、県道名古

屋一宮線より東に３００ｍにある農業振興地域 農用地区域内となります。 

この案件については、平成２５年７月２５日に行われた、農用地を除外す

るための「尾張地域農業振興地域整備対策班会議」において、審議の結果、

「除外やむを得ない」との回答を受け、今回、農地転用の許可申請をされた

ものです。 

使用貸人は●●●●様、使用借人は●●●●●様として申請地を使用貸借

権設定で、分家住宅を建築するための農地転用であります。使用借人は、現

在、一宮市の賃貸マンションにて夫と２人で生活していますが、８月中には

第１子が誕生することにより家族が増え、身の回りのものも増え、手狭にな

ったことや、今後の事を思慮し、親に相談したところ、父親の所有する土地

に住宅を建築することについて同意を得ましたので、申請したものです。 

申請地は、半径５００ｍ以内の円に住宅地が連たんしている区域で１０ｈ

ａ未満であるため、農地法５条第２項第１号ロの２（並びに施行令第２２条）

に定める転用に関する立地基準によると、当該農地の区分は第２種農地と判

断でき、運用通知第２の１の（１）、オ－（ア）－ｂに該当します。 

また、一般基準についても他法令の許可見込みがある等、特段問題がある

とは考えられませんのでよろしくお願いします。 

 

受付番号５７番をお願いします。 

申請地は、●●●●●●番●、登記現況とも畑 面積２４１㎡、●●●●

●●番●、登記現況とも畑 面積９２㎡ ２筆計３３３㎡です。 

使用貸人●●●●様、●●様、使用借人●●●●様としました使用貸借権
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の設定に伴う、自己用住宅にするための農地転用です。 

 使用借人●●様は、現在、●●●●●●番地●にて居住していますが、建

物の老朽化や結婚を機に３人で居住する住宅を建設する計画をしました。本

屋は売却することになっています。 

申請のあった土地は、市街化調整区域で、愛知県道４４９号高速清須一宮

線春日出入口から半径３００ｍ以内の場所にあります。農地法５条第２項第

１号ロの２（並びに施行令第２２条）に定める転用に関する立地基準による

と、当該農地の区分は第３種農地と判断でき、運用通知第２の１の（１）、

エ－（ア）－a－ｂに該当します。 

 

続きまして受付番号５８番をお願いします。 

申請地は、●●●●●●番● 登記現況とも田 面積９７㎡、●●●●●

●番● 登記現況とも田 面積６０㎡ ●●●●●●番●、登記、現況とも

田 面積５．８９㎡、●●●●●●番● 登記現況とも田 面積６１㎡ ●

●●●●●番● 登記現況とも田 面積５２㎡、計５筆 計２７５．８９㎡

です。 

 

使用貸人●●●●、●●様、使用借人●●●●様としました使用貸借権の

設定に伴う、自己用住宅にするための農地転用です。 

使用借人●●様は、現在、●●●●●●番地●にて母・兄と３人で居住し

ていますが、結婚を機に住宅を建設する計画をしました。   

本屋は売却することになっています。 

申請のあった土地は、市街化調整区域で、愛知県道４４９号高速清須一宮

線春日出入口から半径３００ｍ以内の場所にあります。農地法５条第２項第

１号ロの２（並びに施行令第２２条）に定める転用に関する立地基準による

と、当該農地の区分は第３種農地と判断でき、運用通知第２の１の（１）、

エ－（ア）－a－ｂに該当します。 

 

以上、説明を終わります。 

 

会 長  はい、ありがとうございます。 

事務局の説明が終わりました。この案件について、ご質問、ご意見等があ

ればお伺いいたします。この案件の地元は、小崎崇徳委員と加藤委員です

が・・・ 

 

小崎(崇)委員   受付番号５１番につきましては、すぐ隣にも１件分家住宅で申請がありま

すので、問題はありません。 

 

加 藤 委 員  受付番号５７番及び５８番につきましては、２件とも同一家族でありまし

て、素直な申請であるかという疑問があります。現在住んでおる家が老朽化

により宅地を他者に売ること自体は問題がないのですが、宅地を売ったうえ

で、新たに調整区域内農地に物件を建てるという理由が、果たして素直なも

のであろうかが若干危惧されるものであります。ただ、今回の申請について

は書類どおりであれば、認めざるを得ません。事務局側にお願いがあります

が、いずれの件にいたしましても将来に暗雲が残らないような方法でお願い

いたします。 
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事 務 局  先程の案件につきましては、加藤委員のおっしゃられることはもっともな

ことだと思っております。ただ、事務局としましては法的にはクリアされて

いますので、清須市農業委員会の審議を止めることはできないと考えており

ます。 

 

会   長  他に何かご意見等ありませんか。 

       なければ、この案件について、当農業委員会として異論なしとしてよろし

いでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。では、この案件について原案のとおり当農業委員

会として承認することといたします。 

 

  続いて、【報告第１５号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入

ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号１０番、●●●●●● 登記田 現況雑種地、面積７３１㎡ 転用目

的は露天駐車場で始末書ありです。 

 

成 瀬 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第１６号】農地法第５条第１項第６号の規定による届出に入

ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号４１番 ●●●●●●●●●●●●、登記田 現況露天駐車場、面積

１４３㎡、所有権移転による一般個人住宅の転用で始末書ありです。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号４２番 ●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１８１㎡、所

有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

川 崎 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号４３番 ●●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積１

５３㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号４４番 ●●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積１

５２㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号４５番 ●●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積１
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５２㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号４６番 ●●●●●●●●●、登記田 現況畑、面積９３６㎡、所有

権移転による分譲住宅への転用です。 

 

三 宅 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号４７番 ●●●●●●●●●及び●●●●、いずれも登記現況とも田、

面積１４７㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号４８番 ●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積３３１㎡、所有

権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号４９番 ●●●●●●●●●●●●及び●●●●●●、いずれも登記

田 現況宅地、面積３８１㎡、使用貸借権設定による一般個人住宅への転用

です。 

 

瀬 尾 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号５０番 ●●●●●●●●●●、●●●●及び●●●● いずれも登

記現況とも畑、合計面積７４５㎡、所有権設定よる一般個人住宅への転用で

す。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号５２番 ●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１９

４㎡、使用貸借権設定による分譲住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号５３番 ●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積２５９㎡、

所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  問題ありません。 

 

会   長  番号５４番 ●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１９５㎡、

所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  これも、問題ありません。 
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会   長  番号５５番 ●●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１５７㎡、

所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

日下部委員  これも、問題ありません。 

 

会   長  番号５６番 ●●●●●●●●及び●●●●、登記畑 現況宅地、合計面

積３８㎡、使用貸借権設定による一般個人住宅への転用です。 

 

石 田 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続きまして、【報告第１７号】農地改良届出書についてに移ります。地区

の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号４番、●●●●●●、地目 田から畑、面積は３０８㎡です。 

 

櫻 井 委 員  問題ありません。 

  

会   長  ありがとうございます。 

       続きまして、【報告第１８号】農地法第５号第１項第６号規定による届出

の取消についてに移ります。 

       ●●●●●●●●●●、ですが・・・ 

 

事 務 局  先程、【報告第１６号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出の番

号４２番にもありましたように、譲受人を配偶者と共有名義で登記を行うた

めに、取消を行ったとのことです。  

 

会 長  ありがとうございます。 

       これで本日予定されておりました議案は終了いたしました。この際何か質

問等ありませんか。 

 

成 瀬 委 員  先月の、生産調整の水田現地確認の際に、生産緑地の指定を受けているに

もかかわらず、生産調整を休耕で申請している箇所がありましたが、この場

合は補助金を受けることができるのでしょうか。 

 

事 務 局  生産緑地の指定を受けますと、固定資産税が調整区域並みの税金になると

いうメリットがございます。次に、その農地に生産調整で休耕にした場合は

補助の対象になります。したがって補助金を受けることができるということ

になります。これは、生産緑地の説明会の際の、質疑応答でもそのように回

答しております。ただし、農地として保全管理することが前提ですので、農

地として適切管理がされていない場合は、生産調整の補助の対象外というこ

とになります。 

 

成 瀬 委 員  生産緑地となっていても、申請をしてもよいということでしょうか。 

 

事 務 局  よいということになります。生産調整については、農家さんにお願いして

休耕をしてくださいということ対しての補助金になります。耕作放棄ではな
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くて保全管理がきちんとされているという生産調整という考え方をしていた

だきたい、ということでございます。 

 

会   長  他にありませんか。 

ないようですので、（３）その他についてに移ります。事務局より何かあ

りますか。 

 

事 務 局  はい、会長。その他としまして事務局から２点お知らせがあります。 

まず１つ目ですが、お手元の資料をご覧下さい。７月の農業委員会の際に

もお知らせしましたが、農業委員研修会を名古屋文理大学文化フォーラム

（稲沢市民会館）で開催します。日時は９月４日〈水〉午後１時３０分から

ですけれども、市役所からマイクロバスで移動しますので、当日は清須市役

所本庁舎に１２時３０分に集合していただきますようにお願いします。 

 

２つ目ですが、１１月に開催します農産物品評会について連絡いたします。

それでは、机上に配布させていただいた「清須市農産物品評会開催要綱（案）」

をご覧ください。今年度も例年通り、農産物品評会を開催いたします。今年

度の開催日としましては、１１月９日、１０日の（土）（日）に開催します。

場所は、新川体育館の２階競技場を予定しています。 

スケジュールとしては、１１月９日（土）の午前１０時から午前１１時ま

でに出品受付を行い、午後１時から審査となります。翌日については、１１

月１０日（日）の午前１０時から午後１時まで出品物の展示、及び表彰式を

行います。午後２時から、出品物の販売を実施します。この日は、食育まつ

りもあわせて開催いたします。出品物の種類及び１点の数量は、昨年と同じ

です。また参加資格、審査、表彰も昨年と同じです。 

この農産物品評会の開催に際し、農業委員の皆様にも出品受付・出品物の

展示、品評会の管理、即売会などでご協力をいただきたく存じます。 

集合時間は、１１月９日（土）、１０日（日）とも午前９時３０分、解散

時間としては、９日（土）が昼食をとっていただいた後のおおむね午後１時

００分頃、１０日（日）が午後２時からの即売会後のあと片付けが終わり次

第を予定しております。詳細につきましては、１０月の初旬に、文書を送付

させていただきますので、お願い申し上げます。 

以上です。 

 

会 長  はい、どうもご苦労様でした。 

他に、何かご意見等はありますか。 

なければ、次回の開催について確認します。 

平成２５年９月２０日、金曜日、午後２時から、場所は清須市役所本庁舎 

３階大会議室にて開催予定ですのでよろしくお願いします。 

以上で、平成２５年度第５回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様で

した。 

 

 

 

 

 



 9

―終了時刻午後２時５０分― 

 

 

         会   長                 

 

 

          ７番委員                 

 

 

         １６番委員                 

 


